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新型コロナウイルス感染症により
死亡または重とくな傷病を負った 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した

【Ｂ】国民健康保険税の全額または一部が
減額される可能性があります

国民健康保険税の
減免対象ではありません

はい

ＡまたはＢに該当する場合は、税務課へご相談ください

②事業収入・不動産収入・
山林収入のいずれかの収
入が、令和３年と比べて
30％以上減少する見込み

【Ａ】保険税軽減が適用
（保険税の算定に係る所得が軽減）

いいえ

世帯主※について次の判定フローチャートで確認してください
※基本的に「世帯主」が該当しますが、世帯主以外の世帯構成員の収入で生計を維持している場合は、その構成員となります。

新型コロナウイルス感染症の影響で、雇用主の都合
（倒産、解雇など）により離職し、雇用保険を受給した

①事業収入・給与収入・
不動産収入・山林収入の
いずれかの収入が、令和
３年と比べて30％以上減
少する見込み

次のいずれにも当てはまる
●令和３年所得の合計額が1,000万円以下
●上記①または②の収入に係る所得以外の
令和３年所得の合計額が400万円以下
●令和３年所得の合計額が0円より多い

給与収入のほかに収入がある場合

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ
はい

問 税務課　住民税係　☎（232）4911

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
国民健康保険税の減免

◆対象
①新型コロナウイルス感染症により世帯主※が
死亡または重とくな傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症により世帯主※の
事業収入、不動産収入、山林収入または給与
収入（事業収入など）の減少が見込まれる世帯

◆対象期間
　４月１日～令和５年３月31日㈮
◆提出書類
　国民健康保険税減免申請書
　①の世帯の人は、医師の診断書などり患を証
明する書類
　②の世帯の人は収入見込計算書と令和３年の
収入が分かるもの

◆提出期限　令和５年３月31日㈮
※いかなる理由があっても提出期限を過ぎての
申請は受け付けません。

熱中症を予防しましょう
問 健康・保険課　保健予防係　☎（232）4912

熱中症予防×コロナ感染防止
　マスクの着用により、熱中症のリスクが高まり
ます。
　マスクを着けると皮膚からの熱が逃げにくくな

り、気づかないうちに脱水になるなど、体温調整
がしづらくなってしまいます。
　暑さを避け、水分を取るなどの「熱中症予防」
と、マスク、換気などの「新しい生活様式」を両
立させましょう。

「新しい生活様式」における熱中症予防のポイント
熱中症を防ぐためにマスクをはずそう 気温・湿度が高いときは

特に注意しましょう

高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがあります
マスクを着用する場合には、強い
負荷の作業や運動は避け、喉が渇
いていなくても小まめに水分補給
を心がけましょう。

体調に応じて、屋外で人と十分な
距離（少なくとも２ｍ以上）が確保
できる場合には、マスクを外すよ
うにしましょう。
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◆募集する町営住宅　※申し込みは１世帯１戸限りです。
住宅名 部屋番号 所在地 間取 面積 ㎡ 月額家賃（予定） 建設年度 構造 学校区

原水
Ｂ棟101号

原水2137番地
３ＬＤＫ 75.0 27,000~53,000 Ｈ19 低層耐火１階 菊陽北小学校

菊陽中学校Ｅ棟102号 ２ＤＫ 58.5 21,100~41,500 Ｈ20 低層耐火１階

◆収入基準
原則階層 裁量階層

収入月額 158,000円以下 214,000円以下
※裁量階層：身体障がい者や小学校未就学児がいる場合、全員
が60歳以上の場合など

○収入の算出方法
収入（月額）＝（入居しようとする世帯全員の年間総所得金
額ー控除額）÷12カ月

○控除額
①同居者控除（38万円）
②（非同居者）扶養控除（38万円）
③老人扶養控除（10万円）
④特定扶養親族控除 (25万円 )
⑤一般障害者控除（27万円）
⑥特別障害者控除（40万円）
⑦ひとり親控除（35万円以内）
⑧基礎控除（10万円以内）

エアコン使用中も
小まめに換気しよう

（エアコンを止める必要はありません）

暑さに備えた体づくりと
日頃から体調を管理しよう

感染症予防 熱中症予防
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新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少
した世帯を対象に、国民健康保険税の減免を行い
ます。詳しくは、フローチャートでご確認ください。


